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質問 

総会招集請求要件はどの時点で満たしていることが必要ですか。 

（相談概要） 

一部の区分所有者が集会（総会）招集請求した後に組合員資格を喪失した場合の総会招集要件につ

いて、どの時点で要件を満たしていることが必要ですか。 

 

  回答 

総会招集請求要件は、「総会招集請求から招集通知が発せられるまで」満たしているこ

とが必要となります。 

 

（説明） 

区分所有法第34条第3項に基づく総会招集請求は区分所有者及び議決権の各5分の1以上

を有するという要件が必要ですが、以下の理由から総会招集請求要件は、「総会招集請

求から招集通知が発せられるまで」であればよいと考えられます。 

（１） 議案は集会で審議のうえ決議されるのでありその議案が有益でさえあれば誰が

招集したかを問題とする必要はないこと 

（２） 請求した者が集会終了時も区分所有者でなければならないとする程の必要性も

ないこと 

（３） 集会の濫用が起こる恐れも少ないこと 

※参考資料「区分所有法 青山正明編 注解不動産法5」執筆者：弁護士 西村捷三 

 

なお、上記（１）～（３）では「総会招集を理事長に請求する時点」に関する言及はな

いものの、総会招集を理事長に請求した場合でも総会招集通知が発せられるまでには2

週間の期間があり、その間に事情により総会開催の有益性にも変更が生じて請求が取り

消される可能性も考えられることから、「総会招集を理事長に請求する時点」で要件を

満たしていればいいとは考え難いでしょう。よって、総会招集請求から招集通知が発せ

られる時点まで総会招集請求要件を満たしていることが必要であり、本件相談の場合理

事長は総会を流会とはせず審議をするべきであったと考えられます。 
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